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地区の細区分 Ａ 地 区 Ｂ 地 区

地区の細区分面積 約 ３．０ ｈａ 約 ５．０ ｈａ

建築物の用途

の制限※

次に掲げる建築物は建築してはな

らない

１ 第１種低層住居専用地域内

に建築してはならない建築物

２ 共同住宅で１住戸の延床面

積が３９㎡以下の建築物

３ 畜舎

次に掲げる建築物は建築してはな

らない

１ 共同住宅で１住戸の延床面

積が３９㎡以下の建築物

２ 畜舎

敷地面積の

最低限度※
１６５ ㎡ １６５ ㎡

壁面の位置の制限

建築物（床面積の合計が１０平方メートル以内の建築物及び床面積

の合計が３０平方メートル以内の壁面を有しない建築物を除く。）の

外壁（出窓及び戸袋を除く。）又はこれに代わる柱の面から道路境界

線までの距離は、１．５ｍ以上、その他隣地境界線までの距離は、１．

０ｍ以上とする

建築物の高さの

最高限度※
１０ ｍ １２ ｍ

垣又は柵の構造

の制限

道路境界側の構造は、次のいずれかに掲げるものとする

１ 生垣

２ 高さ０．６ｍ以下の基礎部分の上に、高さ１．５ｍ以下のフェ

ンス、金属柵等透視可能なさくを併用したもの

「区域、地区の細区分及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 ※知事承認事項
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地区の細区分 Ｃ 地 区 Ｄ 地 区

地区の細区分面積 約 ４．４ ｈａ 約 ６．８ ｈａ

建築物の用途

の制限※

次に掲げる建築物は建築してはな

らない

１ ホテル、旅館

２ ボーリング場、スケート場

、水泳場

３ ゴルフ練習場、バッティン

グセンター

４ 畜舎

５ 危険物（石油類を除く。）

の貯蔵及び処理施設

次に掲げる建築物は建築してはな

らない

１ ホテル、旅館

２ ボーリング場、スケート場

、水泳場

３ ゴルフ練習場、バッティン

グセンター

４ 畜舎

５ 危険物（石油類を除く。）

の貯蔵及び処理施設

敷地面積の

最低限度※
５００ ㎡ ２００ ㎡

壁面の位置の制限

建築物（床面積の合計が１０平

方メートル以内の建築物及び床面

積の合計が３０平方メートル以内

の壁面を有しない建築物を除く。）

の外壁（出窓及び戸袋を除く。）

又はこれに代わる柱の面から道路

境界線までの距離は、３．０ｍ以

上、その他隣地境界線までの距離

は、１．０ｍ以上とする

建築物（床面積の合計が１０平

方メートル以内の建築物及び床面

積の合計が３０平方メートル以内

の壁面を有しない建築物を除く。）

の外壁（出窓及び戸袋を除く。）

又はこれに代わる柱の面から道路

境界線までの距離は、１．５ｍ以

上、その他隣地境界線までの距離

は、１．０ｍ以上とする

建築物の高さの

最高限度※
１５ ｍ １２ ｍ

垣又は柵の構造

の制限

道路境界側の構造は、次のいずれかに掲げるものとする

１ 生垣

２ 高さ０．６ｍ以下の基礎部分の上に、高さ１．５ｍ以下のフェ

ンス、金属柵等透視可能なさくを併用したもの

「区域、地区の細区分及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 ※知事承認事項
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地区の細区分 Ｅ 地 区

地区の細区分面積 約 ３．０ ｈａ

建築物の用途

の制限※

次に掲げる建築物は建築しては

ならない

１ 共同住宅で１住戸の延床面

積が３９㎡以下の建築物

２ 畜舎

敷地面積の

最低限度※
１６５ ㎡

壁面の位置の制限

建築物（床面積の合計が１０平

方メートル以内の建築物及び床面

積の合計が３０平方メートル以内

の壁面を有しない建築物を除く。）

の外壁（出窓及び戸袋を除く。）

又はこれに代わる柱の面から道路

境界線までの距離は、１．５ｍ以

上、その他隣地境界線までの距離

は、１．０ｍ以上とする

建築物の高さの

最高限度※
１０ ｍ

垣又は柵の構造

の制限

道路境界側の構造は、次のいず

れかに掲げるものとする

１ 生垣

２ 高さ０．６ｍ以下の基礎部分

の上に、高さ１．５ｍ以下の

フェンス、金属柵等透視可能

なさくを併用したもの

「区域、地区の細区分及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 ※知事承認事項
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